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改訂にあたって

本庁舎については、市民の皆様や市議会議員の皆様から、市役所本庁舎の建設に

ついて多くのご意見・ご要望をいただきながら、平成３０年９月、新庁舎の基本的

事項として、基本方針、位置、機能及び規模などをまとめた、登別市本庁舎建設基

本構想を策定いたしました。

しかしながら、令和２年４月に国から新たな津波浸水想定が公表され、さらに令

和３年７月、北海道において詳細な資料の公表がありました。

これらの発表により、基本構想において予定していた建設予定地である現庁舎敷

地の浸水深が大きく変更されたのみならず、全市的に津波浸水想定が大きく変更さ

れ、津波浸水災害に対する考え方の変更を余儀なくされたところであります。

本庁舎は、災害発生時の応急対策や初期対応、災害復旧のための拠点施設である

ことから、先般公表された津波浸水想定を元に、建設場所の再検討を行い、改めて

建設場所についてまとめました。

また、本基本構想策定当初は全く想定されていなかった新型コロナウイルス感染

症の世界的な拡大など、策定からの３年間で社会情勢は大きく変化したことから、

こうした変化への対応についても併せて検討を加えました。

今後は、この基本構想を基に、令和２年３月策定の登別市本庁舎建設基本計画に

ついても所要の改訂を行い、新たな本庁舎の建設に向けて邁進してまいります。

令和３年１１月

登別市長 小笠原 春一
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①明治４０年頃の役場（幌

別町３丁目３番地近く）

②昭和２０年頃の役場（幌

別町３丁目 17番地）

③昭和 36年から現在に至
る（中央町６丁目 11番地）

●庁舎の変遷位置図 【図－１】

第１章 現庁舎の経緯と現況

昭和３６年に建設した現庁舎は、多様化・高度化する社会変化に伴う行政需要に対応す

るため、増改築を行ってきたところですが、最も古い建設箇所では築５６年が経過し、老

朽化が著しく進んでいます。

また、建物の耐震性についても、耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又

は崩壊する危険性が高いとされる箇所もあり、災害時に防災活動の本部としての機能が十

分担えない可能性があります。

狭隘の解消については、これまで２度に渡り、増改築を行っていますが、建物の狭隘な

状況は解消されず、教育委員会や保健福祉部門、都市整備部門、観光経済部門などを他施

設に分散して配置している状況にあり、バリアフリー化については、エレベーターや多目

的トイレの設置等を行ってはいますが、根本的なバリアフリー化は行っていない状況にあ

ります。

本章では、現庁舎の変遷や施設の概要、耐震化の状況、老朽化の状況、狭隘の状況、バ

リアフリー化の状況、市民利活用の場の制限、これまでの市民の声など、各項目について

再確認します。

１ 庁舎の変遷

明治初期における登別の行政の中心は、戸

長役場や幌別郵便取扱所、室蘭警察署幌別分

署、旅館、商店などがあった旧国道の札幌本

道を中心とする現在の幌別町１・２丁目でし

た。

交通の拠点である鉄道については、明治２

５年に北海道炭鉱鉄道の岩見沢室蘭間（現在

の室蘭線）が開通し、幌別町５丁目に幌別停

車場が設置され、その後、幌別町１・２丁目

に移転し、駅舎の改築・増築を繰り返しなが

ら、幌別駅として利用されてきました。

当時の役場庁舎は、明治４０年頃に幌別町３丁目３番地の駅近くに設置され、その後、

施設の老朽化や職員の増加のため、昭和２０年に現・鉄南ふれあいセンターがある幌別町

新庁舎の建設に至った多くの課題
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●写真で見る庁舎の変遷 【図－２】
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正面側

写－３ 撮影方向

裏駐車場

【写－３】
昭和３６年建設当時の本庁舎正面

※

公民 消防庁

●左記写真の頃の庁舎配置図 【図－３】
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３丁目１７番地に移転しました。

しかし、その後、鉄道より北側に民間企業の社宅建設や自衛隊駐屯地が設置されたこと

で人口が増加するとともに、商業の発展などによる賑わいが創出されたことが要因となり、

その中心は北側に移り、この発展に合わせ、古くなった役場庁舎は、昭和３６年に、現位

置に移転しています。このような歴史的背景のもと、庁舎の建設位置は、多くの市民が訪

れる公共施設として求められるアクセスの良さや利便性、他の官公署の位置などから、移

転してきた経緯があります。

町制施行１０周年を迎えた昭

和３６年に建設された庁舎は、昭

和４３年及び昭和４９年に増改

築を重ね、現在の形となっていま

すが、取り除くことのできない壁

が多く、施設内部は迷路のように

入り組んだ状況となっているこ

とから、執務室のレイアウトは非

効率的で、２階及び３階は廊下が

狭く、一部段差があるなど、非常

に使いにくい庁舎となっていま

す。

●昭和３６年の本庁舎
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【写－７】 改修前の本庁舎

①

②

③

●昭和４９年の本庁舎

●現在の本庁舎

昭和４９年以降、庁舎の大規模な改修等は行

っていませんが、近年では、壁や屋上防水の老

朽化に伴い、雨漏りが慢性的に発生しているほ

か、外壁コンクリートの剥離などが発生してい

るため、来庁者や職員が安全に庁舎を利用する

ことができるよう、今後の庁舎の建て替えも見

据え、平成２９年度には老朽化した窓サッシの

交換（写－８内①）や壁の一部塗装（写－８内

②）、剥離したコンクリートの補修（写－８内③）

など、最低限の改修を行いましたが、狭隘やバ

リアフリー等への対策は行っていません。

正面側

写－５ 撮影方向

【写－４】 増築工事中の本庁舎正面

本庁

公民

S43 増

幌

別

小

学

校
S49 増

消防庁

議場

N

写－６ 撮影方向

●左記写真の頃の庁舎配置図【図－４】

【写―６】

【写－５】
※

消防庁舎

S49 増

議場

【写－８】 改修後の本庁舎（平成２９年度）
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●施設の概要 【表－１】

２ 耐震化の状況

現庁舎については、平成２３年に行った耐震診断の結果、建築年度で分けた４つのブロ

ックいずれも耐震性が大きく不足していることが判明しました。

耐震診断は、通常 IS値（※1）が 0.6 未満、CTU×SD 値（※2）0.3 未満で、倒壊又は崩壊す

る危険性があると判断されます。更に庁舎は災害対策本部機能を備える建物であることか

ら、国の「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」に則り重要度係数 1.5 を乗じて、必要

とする基準値は、IS 値を 0.9、CTU×SD 値を 0.45 と設定しました。

●耐震調査実施箇所図 【図－５】

建築名称 本庁舎 第二庁舎

所在地 同一敷地 登別市中央町６丁目１１番地

竣工 昭和３６年（昭和４３年、昭和４９年増築） 昭和３６年

建築規模 地上３階 地上２階

敷地面積 同一敷地 6,574.59 ㎡

延床面積 4,971.55 ㎡ 1,624.06 ㎡

構造 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

N

B 棟

（S36 建設）

A 棟

(S36 建設)

A-1 棟
(S43 増築)

C 棟

(S49 増築)

道道弁景幌別線←至 鷲別 至 登別 →

裏玄関側

幌

別

小

学

校

正面玄関側

※1 ＩＳ値 構造耐震指数

震度 6強の大地震に対する建築

物の強さを表す指標。

・IS 値が 0.6 以上（庁舎の場合は

0.9 以上）＝倒壊又は崩壊する危

険性が低い。

・IS 値が 0.3 以上 0.6 未満（庁舎

の場合は 0.45 以上 0.9 未満）＝

倒壊又は崩壊する危険性があ

る。

・IS 値が 0.3 未満（庁舎の場合は

0.45 未満）＝倒壊又は崩壊する

危険性が高い。

※2 CTU×ＳＤ値

建物の強度を示す指標で建物の

形状等により算出。この値が 1.25

以上（庁舎は 1.88 以上）では IS

値が低くても安全とし、0.3 未満

（庁舎は 0.45 未満）では IS 値を満

足しても安全としない。

IS値 0.403～1.061

IS値 0.224～0.671

IS値 0.479～0.756

IS値 0.270～1.732

CTU×SD値 0.164～0.568

CTU×SD値 0.242～0.729

CTU×SD値 0.288～1.857

CTU×SD値 0.253～0.608
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【写－９】
耐震補強による庁舎内補強をした場合のイメージ写真

（ブレスが立ち並び業務に支障が出るイメージ。）

【イメージ】

●耐震診断結果

Ａ棟 【表－２】 Ａ－１棟 【表―３】

Ｂ棟 【表―４】 Ｃ棟 【表―５】

耐震診断の結果については、ほとんどの測定箇所において、「地震の震動及び衝撃に対し

て倒壊し、又は崩壊する危険性がある」ＩＳ値 0.9 以下と判定され、更にその半数近くが、

「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、

又は崩壊する危険性が高い」ＩＳ値 0.45

以下と判定されました。

また、耐震補強を検討しましたが、１

階窓口業務に支障が出るレベルでの補強

を行う必要があることに加え、仮に補強

工事を行ったとしても、現庁舎は鉄筋コ

ンクリート建築物の一般的な耐久年数を

超えていることから、耐震補強による対

応ではメリットが見いだせない結果とな

りました。

方向 階 ＩＳ CTU×SD 判定

Ｘ方向

(張間方向)

３ 0.926 0.440 ＮＧ

２ 0.759 0.361 ＮＧ

１ 0.417 0.164 ＮＧ

Ｙ方向

(桁間方向)

３ 1.061 0.568 ＯＫ

２ 0.694 0.369 ＮＧ

１ 0.403 0.053 ＮＧ

方向 階 ＩＳ CTU×SD 判定

Ｘ方向

(張間方向)

３ 0.360 0.387 ＮＧ

２ 0.276 0.296 ＮＧ

１ 0.224 0.242 ＮＧ

Ｙ方向

(桁間方向)

３ 0.678 0.729 ＮＧ

２ 0.427 0.459 ＮＧ

１ 0.496 0.533 ＮＧ

方向 階 ＩＳ CTU×SD 判定

Ｘ方向

(張間方向)

３ 0.756 0.299 ＮＧ

２ 0.644 0.253 ＮＧ

１ 0.479 0.513 ＮＧ

Ｙ方向

(桁間方向)

３ 0.752 0.309 ＮＧ

２ 0.673 0.277 ＮＧ

１ 0.567 0.608 ＮＧ

方向 階 ＩＳ CTU×SD 判定

Ｘ方向

(張間方向)

３ 1.426 1.528 ＯＫ

２ 0.270 0.288 ＮＧ

１ 0.427 0.458 ＮＧ

Ｙ方向

(桁間方向)

３ 1.732 1.857 ＯＫ

２ 1.082 1.160 ＯＫ

１ 0.340 0.364 ＮＧ
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３ 老朽化の状況

４ページの「２ 耐震化の状況」でもふれましたが、現在の庁舎は、昭和４９年以降、

本格的な改修等は行われておらず、緊急的に対応が必要となった場合には、必要最低限

の修繕を行ってきました。

近年では、壁や屋上防水の老朽化に伴い、慢性的な雨漏りの発生や外壁コンクリート

の剥離が発生しています。

また、庁舎内においても、床タイルや天井材の剥離などが発生しているほか、配管の

腐食等による湯沸室の排水やトイレの詰まりが発生しています。また、暖房機器の老朽

化等により、各階の事務室の室温を適温にすることができないなどの不具合が発生して

います。

そのため、平成２９年度においては、来庁者や職員が庁舎を利用するに当たっての安

全性を最優先し、庁舎正面の外壁塗装、コンクリート剥離の補修、議場の屋上防水、窓

枠の一部取替えなど、最低限の改修を行ったところです。（３ページ【写－８】参照）

【写－１０】老朽化等により剥離やひ
び割れなどが発生している庁舎屋上

【写－１１】第２庁舎（上記写真）におい
ても老朽化が進み、外壁コンクリートの剥離が

発生

【写－１３】庁舎階段踊り場の床タイルが
剥離

【写－１２】 庁舎内で慢性的に雨漏りが

発生し、市長室においてもの雨漏りで壁クロス

が変色

天井

壁
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４ 狭隘の状況

５ 機能分散の状況

昭和５８年の市民会館竣工に伴う教育委員会（教育総務グループ、学校教育グループ、

社会教育グループ）の移転や平成５年の総合福祉センターへの健康推進グループの移転の

ほか、環境対策グループ、水道グループ、下水道グループ、観光経済部（商工労政グルー

プ、農林水産グループ、観光振興グループ）、選挙管理委員会が本庁舎から他の施設へ移転

しているため、来庁した市民が一度に手続きできない、職員が決裁など事務手続きや会議

等に施設間を移動する必要があるなどの弊害が発生しています。

ただし、分散している部署の中には、クリンクルセンターのように新庁舎に入らず、現

在地で事務を進めたほうが効率的な部署もあります。

現庁舎は、昭和３６年の建設以来、業務の多様化などに

伴う職員の増加に対応すべく増築を重ねてきましたが、市

民が利用する共有部分について、市民ロビーや待合スペー

スが狭いことに加え、廊下も必要最低限の広さで車いすの

すれ違いが難しい状況にあり、職員が職務を行う執務室部

分についても、席の後ろを人が通れない、事務に必要な書

類の置き場がないなど狭隘な状況は解消されていません。

さらに、市の業務が多様化している昨今では、従前のよ

うに担当部局だけでは業務が完結せず、横断的に他の部局

等と連携して多角的な視野のもとに業務を行う必要があ

りますが、庁舎内で一定以上の広さをもつ会議室は限られ

ており、会議室の確保に苦慮している状況にあります。

また、市民をはじめ多くの人が利用する来庁者用駐車場

については、現在、庁舎正面に７台、庁舎裏に２８台、幌

別小学校横に１４台、計４９台（うち車いす専用は５台）

確保しておりますが、４月から５月の各種申請時期や２月

から３月にかけての確定申告時期には、駐車場が慢性的に

不足している状況にあります。

【写－１４】狭隘な執務室

【写－１５】車いすがすれ違うには
困難な狭隘な廊下

【写－１６】
駐車待ちの車が列をなす狭隘な駐車場
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【写－１７】 Ａ 総合福祉センターしんた２１（健康

推進グループ）執務室面積１１２㎡に対し、職員２０

名が勤務。

Ａ 総合福祉センターしんた２１（健康推進Ｇ）

執務室面積 112 ㎡ 職員数 20 名

【写－１９】 Ｃ 登別中央ショッピングセンタ

ーアーニス（観光経済部）執務面積１８９㎡に対し、

職員２２名が勤務。
【写－２０】 Ｄ 第２庁舎（水道グループ） 執務

面積１３８㎡に対し、職員１９名が勤務。

●市役所機能の分散状況 【図－６】

Ｂ 市民会館（教育委員会）

執務室面積 247 ㎡ 職員数 44名

Ｄ 登別市役所第２庁舎（水道Ｇ・下水道Ｇ・選挙管理委

員会・消防本部）

執務室面積 525 ㎡ 職員数 78 名

Ｃ 登別中央ショッピングセンターアーニス

（観光経済部）

執務室面積 189 ㎡ 職員数 22 名

Ｅ クリンクルセンター（環境対策Ｇ）

執務室面積 114 ㎡ 職員数 11 名

【写－１８】 Ｂ 市民会館（教育委員会）執務室面

積２４７㎡に対し、職員４４名が勤務。
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６ バリアフリー化の状況

庁舎は、高齢者や障がいのある方、幼い子ども連れの親子など、様々な市民が利用する

施設であり、すべての人が安全で快適に利用できるようバリアフリー化を図る必要があり

ます。

現庁舎の正面及び裏玄関の出入口はフラットであり、これまでの改修で自動ドアへ変更

したほか、エレベーター及びオストメイト対応の多目的トイレの設置などバリアフリー化

を進めてきたところですが、廊下の狭さや段差は解消されていません。また、特に多くの

市民が通行する１階廊下は照度が低く、日中でも薄暗い状況であり、高齢者や障がいのあ

る方が利用しやすいとはいえない状況となっています。

【写－２３】 Ｄ 第２庁舎（選挙管理委員会） 執務

面積６６㎡に対し、職員２名（通常時）が勤務。

【写－２４】 Ｅ クリンクルセンター（環境対策

グループ） 執務面積１１４㎡に対し、職員１１名

が勤務。

【写－２１】 Ｄ 第２庁舎（下水道グループ）執

務面積１１２㎡に対し、職員１２名が勤務。
【写－２２】 Ｄ 第２庁舎（消防本部・消防署） 執

務面積２０９㎡に対し、職員４５名が勤務。
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【写－２５】 庁舎増築に伴い発生した廊下の段差 【写－２６】 暗く、雑然としており、プラ

イバシーの確保も不十分な１階窓口

７ 市民利活用の場の制限

庁舎は、市職員が執務を行う場としてだけでなく、市民をはじめとした来庁者が各種手続き

や各種事業・まちづくり活動等の打ち合わせなど、さまざまな理由で活用する場所でもありま

す。また、市民や各種団体がまちづくり活動のＰＲを行うことができたり、市民の癒やしとな

る空間の設定や、会議や打ち合わせを行うことのできる場、軽食ではあっても飲食を行える場

の設定が求められています。

しかし、現庁舎は狭隘やバリアフリーへの対応など、解決すべき多くの課題があり、来庁者

にとって利用しやすいとはいえない状況となっています。

【写－２７】 庁舎の市民ホールは、庁

舎での手続き等の合間の休憩や、市民の懇

談の場、市民と職員の協議の場等として活

用されるスペースですが、手狭で、じっく

り打ち合わせなどを行うことができる広

さを確保することが困難な状況にありま

す。

【写－２８】 多くの市民が訪れる庁舎

１階には、一般のトイレのほか、多目的ト

イレも設置しておりますが、トイレの場所

がわかりにくく、また、広さも十分とはい

えない状況にあります。
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８ 庁舎に関するこれまでの市民の声

これまで市民の皆様から、老朽化していく市庁舎を見て、将来、庁舎はどうなるのか

心配をしていただいているとともに、観光都市・登別市のシンボルである市役所庁舎と

してはずかしくて人に見せられないなど、庁舎について、様々なご意見・ご要望を寄せ

ていただいております。

また、平成２３年の東日本大震災をはじめ、平成２８年４月の熊本地震の発生により、

庁舎の重要性が再認識されたことをきっかけに、多くの市民から新庁舎の建設に対して

これまで以上に後押しをするご意見が寄せられるようになりました。

市は、新庁舎の検討を進めるにあたり、市民の皆様からできうる限り広くご意見をお

聞きするため、平成２９年４月の連合町内会役員会や１１月の地区懇談会、１２月の市

民自治推進委員会や商工会議所をはじめ、市内民間団体等との意見交換を行い、様々な

ご意見をいただきました。そのご意見は「防災の観点から新しい庁舎は必要」、「わかり

やすく機能的な庁舎がほしい」、「用事がなくても市民が集える庁舎を」など新庁舎建設

に前向きなご意見をいただきました。

また、平成２９年１２月には登別市議会より「政策提言書（総務・教育委員会政策提

言中間報告書）」を、平成３０年３月には登別商工会議所より「登別市役所本庁舎の建

替えに関する提言」をいただいております。

【写－２９】

２度に渡る増築により、廊下が複雑に入り

組んでおり、初めて来庁した方の多くが迷っ

てしまう状況が発生しています。

その他、行政資料の保管場所が飽和状態にあ

り、廊下を狭くしています。
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【政策提言書（総務・教育委員会政策提言中間報告書）：登別市議会】

「公共施設整備における市役所本庁舎の建て替えについて」の政策提言の中間報告に

ついて

１．重点活動テーマに取り上げ、政策提言に至るまでの経緯

（１）当市における現状

（２）重点活動テーマが抱える課題

２．他の自治体の類似する政策との比較検討

（１）新潟県新発田市

（２）新潟県燕市

（３）千葉県白井市

（４）東京都立川市

（５）まとめ

３．市民参画の実施の有無とその内容

○平成２９年１０月１４日開催の議会フォーラム

４．課題解決に向けた提言

（１）新制度の財政措置を活用することを想定し、相当なスピード感を持っての取り組み

を要望する。

（２）新庁舎のコンセプト、基本構想、財源・事業費、完成までのスケジュールなどを早

急に策定し提示すること。

（３）新庁舎の建て替えエリアや新庁舎に求められる機能などについては、幅広い市民が

協議する場を確保し、意見を十分に反映させるよう努力すること。

（４）整備手法や建築工法などについては、専門的知識・技能を有する第三者委員会等を

設置し、適切な助言を受けること。

【登別市役所本庁舎の建替えに関する提言：登別商工会議所】

１．市役所本庁舎の建て替え場所について

① 現市役所用地での建て替えが適当である。

② 敷地の活用については、現状の狭隘な駐車場の課題解決を図るため、周辺用地の取得

も検討のこと。また、土地利用の高度化を図るため周辺地区の用途地域の見直しも必要。

２．新たな市役所本庁舎の規模

将来の人口減少を見据えたコンパクトな施設及び機能が望ましい。

３．多機能及び複合型の施設について

複合化を目指す場合は、市民サービスの向上や効果的な事業連携の面で高い効果が期待
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できる機能に限定するのが適当。

４．新たな市役所本庁舎の建設構想に盛り込むべき視点

視点１ 人口減少・ＩＴ化の急速な進展・ワークスタイルの変化を踏まえたコンパクトで

未来性のある庁舎構想⇒公務生産性の向上によるスマート市役所を目指す。

視点２ 本庁舎建て替えによる地域経済への波及効果の追求⇒ex.都市計画変更等による

土地利用の高度化

視点３ 合理的、現実的な建設事業費

視点４ 防災拠点機能の確保

視点５ 協働のまちづくりにふさわしい庁舎⇒議場のあり方も含め開かれた市政・議会に

ふさわしい庁舎

視点６ エコロジー・景観・緑・自然エネルギーの活用に配慮した施設計画

【市民の皆様から寄せられた主なご意見（平成２９年）】

・ＪＲ駅、バス停が近く交通の便が良いところに庁舎を建設してほしい。

・高台に建設すべき。

・高台への建設は不便。津波等には建設方法で対応を。

・登別市のシンボルとなるデザインを。

・ローコストでシンプルなデザインを。

・自慢できる庁舎に。

・庁舎を鬼の形に。（観光地らしく）

・観光地の市役所として今のままでは恥ずかしい。

・広々として開放感のある庁舎に。

・庁舎内がわかりやすく、機能的な庁舎に。

・明るい庁舎。

・庁舎の大きさは将来を見越して。

・人が集まる、行きたくなる庁舎。

・庭や緑地のある庁舎。

・駐車場を広く。

・役所機能を集約化してほしい。

・バリアフリーをすすめてほしい。

・壁がなく見渡せる庁舎。

・閉ざされた個室ではなくワンフロアーに。

・喫茶やレストランを一緒に整備してほしい。

・休憩所、市民が活用できるスペースを。
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以上のほかにも、多くのご意見が寄せられていますが、いずれの意見も市民や職員に

とっての使いやすさ、防災及び費用などの観点が多く、これまでの、そしてこれからの

市庁舎のあり方の参考となるものであります。

・図書館を併設してほしい。

・保育所等子育て関連施設の併設。

・多目的スペース、イベントホールの併設。

・道の駅を併設。

・ヘリポートを設置してほしい。

・売店、コンビニも一緒に。

・マンションやアパートを一緒にし、家賃収入を。

・金融機関を併設してほしい。

・足湯など観光施設も整備しては。

・展望フロアがほしい。

・エスカレーターの設置。

・各階にスロープを設置し、障がいのある方の利便性向上。

・職員が働きやすい庁舎に。

・具体案はないが複合化してほしい。

・複合化には反対。

・津波に耐えられる庁舎。

・備蓄など災害対応機能を備えた庁舎。

・避難スペースがある庁舎。

・自家発電を備えた庁舎。

・消防の近く又は併設。

・消防は別の場所へ。

・登別ブランド品の販売スペース

・観光客が気軽に立ち寄れるコーナー（観光情報スペース）

・観光案内所機能

・郵便局を一緒に。

・キッズルームを。

・児童クラブを一緒に。
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第２章 新庁舎の基本的な考え方

１ 新庁舎の位置

平成２８年４月の熊本地震では、災害対応拠点となる市庁舎が耐震性の不足から倒壊

するなど機能が停止し、市民生活及び災害対応、復旧・復興に大きな支障が出ました。

これにより、国は新たな起債制度を制定するなど、庁舎の重要性が全国的に再認識さ

れ、老朽化の問題を抱える本市においても、庁舎について多くの市民の皆様からご意見

をいただくため、地区懇談会及び各団体等との情報交換を行った結果、ほとんどの方が

本庁舎の建替えは必要であり、建設場所は登別市の中心である幌別エリアとの意見をい

ただいたところです。

また、市役所庁舎は、過去にも市街地の中心に設置されており、地方自治法において

も庁舎の位置を定めるにあたっては、「住民の利用に最も便利であるように、交通の事

情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない」と定められて

おり、位置決定の合理的判断の基準としては、「学校、商工会議所又は商工会、農業協

同組合の事務所等も考慮されるべき」とされています。

これらのことから、市では部次長職で構成された庁内検討委員会などの論議を経て、

平成３０年市政執行方針において、本庁舎の建替えエリアとしては、多くの市民が訪れ

る公共施設として求められるアクセスの良さや利便性などから、登別市のほぼ中央

に位置している幌別エリアが最も適しているものと決断したことを発表し

ました。

さらに庁舎の具体的な位置の決定については、市民の利便性や防災的な見地に加え、

市民との協働のまちづくりを基本に、にぎわいを創出し、まちの活性化を図る拠点とし

てふさわしい場所を選定する必要があります。

市は、登別市総合計画第３期基本計画でお示ししたとおり、少子高齢化などにより人

口増加が期待できない現代社会において、これまでのように市街地の拡大を前提とした

まちづくりは、都市機能の拡散による都市整備の効率性や市民生活の利便性の低下を招

き、都市の良好な発展の阻害につながることから、見直しをすすめている都市計画マス

タープラン等において、将来における幌別エリアの「都市機能」の基本的な考え方の中

で、「居住誘導区域」、「都市機能誘導区域」、「市内交通ネットワーク」の３つの視点を

持ち、都市と新庁舎の関係性がどのような影響を及ぼすか、検討・協議を進めています。

このような考えを活かしながら、庁舎の位置を決めるにあたり、次のような条件を定

めていたところです。

津波浸水想定を踏まえ、陸上競技場に建設
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（１）新庁舎位置の条件

幌別エリア内において、新庁舎の位置を選定するにあたり、次のことを前提条件とし、

検討を行いました。

（ア）庁舎のまちづくり機能を発揮でき、市民の利便性が高いこと

多くの機能をもつ市役所庁舎は、行政活動の中枢であるだけなく、市民活動の中

心であり、経済活動の活性化にも寄与するものとなり、多くの市民が利用する施設

であることから、居住区との距離関係や、バスや鉄道等の公共交通機関・自動車等

の交通ネットワーク事情の良い場所が望ましい。

（イ）津波浸水予測区域外であること

新庁舎は、市民や職員が安全安心に利用・執務することができ、個人情報や行政

資料に対するセキュリティを確保することが重要であり、洪水や津波に備えるとと

もに、被災しにくい場所が望ましい。

（ウ）関係法令や各種計画に即した土地であること

都市計画法などの関係法令や、市の各種計画の実施にあたり、都市機能を考慮し、

適合しやすい場所が望ましい。

（エ）原則市有地であること

原則、庁舎の規模から考えて、建設工事には最低２年を要するため、新たな土地

を求め、新規に用地取得交渉から始めた場合、早期の竣工が難しく、用地買収費な

どの建設事業費が大きくなることから、本市の所有地が望ましい。

しかしながら、令和２年４月、国は新たな津波浸水想定を公表し、現在の本庁舎敷地

で想定される津波の浸水深は最大で５．８ｍであることが判明しました。

本市においては、この公表を受け、現計画の見直しに着手し、様々な手法等を検討し

ましたが、令和３年７月、北海道は国の想定を詳細に分析したうえで津波浸水想定を公

表し、本庁舎敷地付近には最大で７ｍの津波が押し寄せることが明らかとなりました。

これにより、現行計画のとおり建設を進めると、本庁舎の建物の２階までが浸水して

しまうこととなり、また、登別市地域防災計画において、本庁舎に災害対策本部を設置

することが困難な場合の代替施設となっている市民会館についても津波浸水深が高くな

り、今まで浸水域外であった総合福祉センターしんた２１も浸水域に入ることとなりま

した。

これらの地域が全て浸水域となってしまったことから、津波災害発生時には、幌別地

区に配置されている庁用車の全てが使用できない可能性があることやネットワーク等通

信インフラの維持が困難となること、また、本庁舎周辺の道路が海水などにより寸断さ

れることや堆積物、がれき等の規模が想定を超える大規模なものになることで災害発生
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後しばらくの間道路等が使用できず、他自治体等との陸路での連携に著しい支障をきた

す可能性があることが想定されることとなりました。

これらの想定に基づき、津波災害発生時における庁用車の使用や周辺道路の状況など

を踏まえると、本庁舎が災害時に果たす

「災害対応への方針決定」

「被災状況の情報収集、情報発信」

「備蓄資源の管理」、「国、他自治体との連携、協力体制の構築」

「被災者支援」

といった機能の維持が現庁舎敷地では極めて困難であると判断しました。

このため、内閣府の公表以来進めてきた検討内容に加え、改めて各地区連合町内会や各

関係団体との意見交換会を行い、また、登別市連合町内会から庁舎の建設位置について、

幌別地区の高台とするべきであるとの要望書の提出を受けたことから、最終的に、本市と

して幌別地区の高台に移転することにしました。

【市民の皆様から寄せられた高台移転についての主なご意見（令和３年）】

・津波から逃れるように高台に建設すべき。

・津波の怖さはみんなあると思うので、高台に市役所を建設するのは当たり前だと思う。支

所もあるので、高台に建設したから不自由というのはそれほどないと思う。

・少しでも安全な場所に建設してほしい。

・陸上競技場なら、あそこまで行くのが大変ということはない。

・現庁舎敷地でなかったら陸上競技場と思っていた。

・幌別地区が一番動きやすい地区になる。

・最初は利便性で幌別地区の現庁舎敷地となっていたので、これから登別地区や鷲別地区と

いう話にはならない。幌別地区の陸上競技場が良いと思う。

・庁舎については、幌別地区でお願いしたい。過去に幌別地区と決まっていたので、この地

区が良いのでは。

・津波が 7m となると現庁舎敷地ではなく、高台に移した方が機能が維持できるのでは。

・防災の観点もあるが、市役所は防災以外のこともあるので、利便性も考えた方が良い。

・安全面を考えたら、陸上競技場が良いのではないか。

・陸上競技場は、災害時のアクセスも良い。

・陸上競技場だと道路が狭い。

・市役所が幌別地区にあることにより、商店街への経済効果が本当にあるのか疑問。分析が

必要と考える。

・現在、陸上競技場という体をなしていない。
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・陸上競技場は現庁舎に近いので、良いと思う。が、陸上競技場の代替のものを作ってほし

いという気持ちはある。

・利便性を考え、できれば幌別地区で検討してほしい。飲食店のこともあるため。陸上競技

場にするのであれば盛り土の関係を考えて欲しい。道路を広くすることも含めて検討して

ほしい。

・商売のことを考えると高台への移転は反対。

・交通の機能を果たさない場所に庁舎を移しても意味がない。夜に津波が来るなら、４０分

で高台の庁舎に集合できないのではないか。津波が来ても今の場所で耐えられる建設方法

を検討すべき。災害対応を行う重機を持っている業者などに高台や安全な場所に移っても

らう方法もある。

・H27 の地区懇談会で市内の中心はどこかということで、幌別地区が中心だとなった。H29 の

地区懇談会では市役所建設について、どういう建物が良いか、建設場所はどこが良いかと

いうことを考えたが、津波浸水のない高台が良いとなった。当時の意見を尊重してほしい。

・過去に議論したときに、陸上競技場という話が出ていたと思うが、いつのまにか場所が変

わっていた。今回の意見交換会の内容について、見える化、フィードバックをしてほしい。

今の場所よりも少しでも高い、何もない場所に建てた方が良いと思う。

・防災のことを考えると場所は高台で良いが、あとは利便性をどうするかを考えるべき。

・以前も陸上競技場が良いと提案したが、高台に移転するのが良いと思う。あの時点で陸上

競技場にすると決めていたらもっと話が進んでいたと思う。無駄な時間を費やさないで、

早く決めてほしい。場所は市の中心地の高台の陸上競技場で良いと思う。

・庁舎の果たす役割や、防災拠点としての耐久性などを確保する必要があることから、そう

いった機能のある庁舎であるべき。高台の移転の必要があると思うが、数十年先のことを

考えて、全市的な場所を検討したうえで、決定してほしい。

【登別市連合町内会からの要望書（抜粋）】

要望事項

･･･市が建設を計画している市役所新庁舎につきましては、平成２９年度の地区懇談会におけ

る議論等を経て市が策定した登別市本庁舎建設基本構想において、登別市のほぼ中央に位置

する幌別エリアが最も適しているとして、現庁舎敷地内に新庁舎を整備する方針を定めてい

ますが、新たな津波浸水想定によると、現庁舎敷地内では想定される津波に対応できる庁舎

を建設し運用することは困難で、高台への建設を検討するとの考え方が説明会において市か

ら示されました。

市役所の庁舎は、災害時には災害情報の収集や救助・復旧活動の指揮などの司令塔となる
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（２）候補地の検討

先にお示しした防災の観点での条件と、これまで検討してきた新庁舎位置の条件に可

能な限り合致する場所を検討しました。

○防災の側面からの新庁舎位置の条件

（ア）災害からの安全性

津波災害のみならず、洪水や土砂災害等に対しても安全である必要があります。

（イ）類焼からの安全性

火災に対し安全である必要があります。

（ウ）防災上の拠点性、災害活動の容易性

災害時に国や北海道、他の地方自治体、自衛隊、警察との連携、応援拠点として関

係者、車両、物資等を受入れるためのスペース確保が容易である必要があります。

（エ）災害発生時の補完性、広域連携性

周辺道路が充実しており、災害時に庁舎が孤立せず、他都市との連携（陸路での物

資等の受入れ）が容易である必要があります。

○これまでの新庁舎位置の条件

（ア）庁舎のまちづくり機能を発揮でき、市民の利便性が高いこと

（イ）津波浸水予測区域外であること

（ウ）関係法令や各種計画に即した土地であること

（エ）原則市有地であること

重要な施設であり、私たちも高台への建設を検討するとの市の考え方に賛同するものであり

ます。

つきましては、将来に渡って登別市が安全・安心なまちであり続けるため、次の事項を要

望しますので、貴職におかれましては特段のご配慮をお願い申し上げます。

（中略）

要望事項

（１）略

（２）市役所新庁舎の建設位置については、平成２９年度の地区懇談会や今般の説明会にお

ける議論を踏まえると、幌別エリアの高台が望ましいと考えるので、所要の検討を進め

ていただきたい。
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以上のような条件を地図で示すと次のようになります。

○ 津波浸水域の範囲

○ 洪水浸水域

①

②
③

津波浸水予測区域外にある場所は、

で示した場所付近３カ所とな

ります。

①青葉小学校付近

②富士町７丁目付近

③陸上競技場付近

災害対応は、津波災害だけで

無く、幌別地区の場合、河川の

氾濫による洪水災害のリスクも

あります。

このため、胆振幌別川、来馬

川洪水浸水想定区域図を基に、

その浸水域外である場所を要

件として設定しました。
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○ まちの中心として

○ まちの中心、利便性

まちの中心として、人口分布の中心

である地区、人が多く住んでいる地区

として、人口集中地区（ＤＩＤ地区）

内であることを要件として設定しまし

た。

※ＤＩＤ地区とは、国勢調査基本単位区及び基本単

位区内に複数の調査区がある場合は調査区を基礎単

位として

（１）原則として人口密度が１平方キロメートル

当たり４，０００人以上の基本単位区が市区町村の

境域内で互いに隣接している

（２）上記の隣接した地域の人口が国政調査時に

５，０００人以上を有する地域

とされており、都市的地域の人口の実態を明ら

かにする統計資料として、都市計画、地域開発

計画、市街地再開発計画、産業立地計画、交通計

画、環境衛生対策、防犯・防災対策、その他各種

行政施策、学術研究及び民間の市場調査などに広

く利用されています。

（出典：総務省統計局ホームページ）

「利便性」として、公共交通の存

在があります。

幌別地区では、公共交通として

「バス」と「ＪＲ」がありますが、

幌別地区の交通の要所としてバス停

も併設されている幌別駅からの距離

を交通の利便性の判断基準とし、幌

別駅から徒歩で１５分以内の範囲、

距離にして１ｋｍ以内であることを

その要件として設定いたしました。
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○ 上記条件を全て重ね合わせた場合

○災害発生時の補完性、広域連携性

これまで設定した条件の全てを

満たす場所は、「陸上競技場」のみ

となりました。

また、「陸上競技場」については、

類焼についても付近に建造物がな

いため、その危険性は低いものと考

えられます。

さらに、災害時の他都市との連携（陸路

での物資等の受入れ）が容易であることに

ついては、津波浸水区域内を通過せずとも

他都市と接続することができる道路の確保

が可能かどうかということになります。

日常的に利用されている国道３６号線に

ついては地区内では浸水域となってしまう

ため、いずれの区間も浸水域外である高速

道路へ接続することが可能かどうか、とい

う観点で検討しました。

赤い矢印で示した道路を進むことで、高

速道路にアクセスすることが可能となりま

すが、陸上競技場については、接続されて

いる道路を進むことで登別東インターチェ

ンジから高速道路にアクセスが可能とな

り、災害時受援計画の円滑な遂行につなが

ります。

しかしながら、災害発生時には、外部か

らの援助のみならず、浸水域外の世帯が災

害対応に協力できるような仕組みも今後検

討する必要があります。
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以上、検討の結果、本市として新たに庁舎を建設する場所を、陸上競技場に変更する

こととしました。

一方、改訂前の検討においては、現在地で建設した場合との比較が行われております。

その中では、本庁舎は災害発生時以外における様々な役割、機能の観点で多角的に検討

をしており、陸上競技場とした場合の懸念事項をを検証しました。

○関係法令や各種計画に即した土地であること

⇒現在、陸上競技場は第１種中高層住居専用地域であることから、このままでは庁舎の建

設はできませんが、今後、用途地域の変更の手続きを進めることで対応は可能です。

○市庁舎を中心に商業・飲食店などが形成されており、遠くなることにより飲食店等が利

用されなくなる可能性がある。

⇒現在地から陸上競技場までは徒歩５分程度であり、往復１０分程度であることから、利

用頻度への影響は軽微であると考えます。

○ＪＲ駅やバス停が遠くなるほか、徒歩や自転車での来庁者が坂を上る必要がある。

⇒高齢者や障がいのある方への配慮や、公共交通のあり方について今後検討を進めます。

また、建設場所を陸上競技場とした場合の新たな懸念事項も検証しました。

○周辺の通学路の安全確保や周辺道路の整備の必要がある。

⇒出入り口の安全確保、周辺道路への案内標識の設置や、道路の拡幅などについて今後検

討を進めます。

今後は、市議会、市民、各団体とのご意見をいただきながら、改訂を行う基本計画、基

本設計の中で効果的な建設手法を検討することとします。

●新庁舎建設予定地（陸上競技場） 【図－９】
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２ 新庁舎の役割と機能

市役所庁舎に求められる機能は、防災意識の高まりや行政サービスの高度化や多様化、

高齢化社会の到来、高度情報化の進展など時代の移り変わりとともに様変わりしており、

それらに対応できる庁舎の必要性が高まっています。

本市では、協働のまちづくりの理念のもと、市民との対話を重ねながら検討を進めてい

くこととしており、市民や各種団体との協議において、庁舎の機能についても意見をいた

だいたところです。

新庁舎の建設にあたっては、市民の皆様の意見の内容をしっかりと踏まえ、登別市総合

計画第３期基本計画第６章第３節「担いあうまちづくりのための基盤づくり」にもとづき、

現庁舎が抱える課題解決のみならず、防災拠点としての重要性、市民の利便性や快適性、

職員の業務効率の向上などのほか、登別市のまちづくりの中核となる施設として検討を進

める必要があります。

これらを踏まえ、新庁舎建設に対する基本方針を次のとおり定めます。

庁舎に求められる機能の充実

●新庁舎建設に対する基本方針
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この基本方針を更に具現化するため、新庁舎の機能整備の方針を次のとおりとします。

※4 ＩＴ：インターネットなどの通信とコンピューターを駆使する情報技術のこと。

※5 ユニバーサルレイアウト：机等の移動をせずに、人やその荷物を移動するだけで配置を換えられるワークスペース

のこと。

※6 オープンフロア：ドアや壁で仕切らず、広く開けた場所を使用すること。

※7 フレキシブル：融通性があり、柔軟に対応できること。様々な使用方法で活用できること。

※8 ワンストップ窓口：ひとつの窓口で様々な手続きが一度に行える仕組みのこと。

基本方針

情報発信機能

議会機能

基本方針４

誰もが利用しや

すく、人や環境に

やさしい庁舎

防災機能

行政機能

憩いの場の創出、会議・集会ス

ペース、イベント・展示スペー

ス、喫茶・レストラン、図書室

スペース、コンビニなど

セキュリティ機能

市民交流機能基本方針２

市民が集い、活

用できる憩いの

場となる庁舎

ユニバーサルレイアウト(※5)、
オープンフロア（※6）、会議ス
ペース、カウンターなど

福利厚生機能
休憩室、保健室、洗面所など

バリアフリー機能

基本方針３

使いやすく効率

的な庁舎

窓口機能

耐震機能、災害対策本部機能、

避難場所機能、防災備蓄庫、浸

水対策など

省エネルギー機能

基本方針１

市民の安全安心

を支える庁舎

省エネルギー性能の向上、再生

可能エネルギー等の活用など

カテゴリー

わかりやすい窓口表示、音声案

内設備、多目的トイレ、エレベ

ーター、明るさの確保など

ワンストップ窓口（※8）、プラ
イバシーや障がいのある方等

に配慮したカウンター・ゆとり

ある待合スペースなど

●新庁舎の機能整備方針

入室管理システム、文書管理シ

ステムなど

多言語表示の電光案内板、各種

情報コーナー、ＩＴ技術（※4）
を活用した情報発信など

フレキシブル（※7）で多様な運
用ができる議場、大型モニター

の設置など

考えられる機能
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基本方針とそのカテゴリーを反映した庁舎の機能の例は次のとおりです。

（１）市民の安全安心を支える機能例

災害時の拠点として機能するよう、備蓄庫をはじめ、非常時において速やかに災害対

策を進めるための会議室や非常用電源など、非常時に必要となる機能の整備が必要です。

また、個人データや重要文書を安全に管理するための体制構築が必要です。

【写－３０】 参考 非常用電源を備え、平

時は一般会議室として活用できる災害対策本

部室（東京都青梅市）

【写－３１】 参考 最上階に設置された市民

ロビー。災害時には避難所としても活用可能。

（北広島市）

【写－３２】 参考 入室を管理する IC チ

ップシステム（東京都青梅市）

●災害対策本部機能

災害発生時の指揮系統の中心となる災害対

策本部機能の整備が必要です。情報を共有する

ためのモニターやプロジェクターなどを設置

し、平常時には会議室として利用できるなどフ

レキシブルに活用できることが求められます。

●備蓄倉庫・避難所

避難所で使用する食料品や毛布などの生活

必需品やストーブ、発電機など、避難所運営用

資機材を備蓄する倉庫の整備が必要であると

ともに、災害時に市民が避難できるよう高層階

に避難スペースを設けることも必要です。

●非常用電源の確保

停電時においても災害対策本部機能を一定

期間維持するために必要な電源供給を行う非

常用発電設備等の整備が必要です。

●浸水対策

津波などの災害が発生した場合においても

庁舎が機能するよう、電気室、機械室及びサー

バー室などは浸水の恐れがない階へ配置する

ことが必要です。

●セキュリティ機能

個人情報や行政資料の保護、防犯上の観点か

ら、来庁者の立ち入り可能なエリアを明確にす

るとともに、サーバー室や書庫など高い機密性

が求められる場所には職員のみが入室できる

ようにするなど、セキュリティ確保が必要で

す。
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（２）市民が集い、活用できる憩いの場となる機能例

市役所庁舎は、各種手続きを行う場でありますが、多くの市民が訪れ、各種会議、相

談などを行う場でもあり、市民活動の展示など発表の場でもあります。

そのため、協働のまちづくりの拠点としての活用を図れるよう市民がコミュニティ活

動を行うスペースを確保するなど、誰もが集える雰囲気づくりが求められています。

また、市勢やまちづくり、観光などの情報コーナーを設置するとともに、海外の方に

もわかりやすい多言語表示の電光案内板の設置など、情報発信の機能強化も必要です。

●文書保管スペースの確保

保管すべき文書の整理等を行い、適切に文書

を保管することが必要です。また、文書整理の

もと必要とするスペースを確保するとともに、

書庫には収容能力が高い移動式書架を採用す

るなど、文書保管スペースの効率化が必要で

す。

令和３年１０月から文書管理システムを導

入したことにより、今後、保管すべき文書の量

は減少していくものと考えられますが、３０年

保存の文書の中には引き続き保存が必要なも

のもあるため、将来的にも一定程度の書庫スペ

ースの確保は必要となります。

【写－３３】 参考 文書管理システムを構築し、

書庫に重要文書を保管（新潟県新発田市）

●感染症対策

新型コロナウイルス感染症等の感染症を踏まえ、密室とならない空間や十分な換気機能を

備えた空調設備が必要です。また、衛生面の配慮は大変重要であり、トイレと洗面スペ

ースを分離するなど十分な空間の確保や、現庁舎でも導入しておりますタッチレス水栓など

の導入が必要です。

●憩いの場の創出

来庁者の休憩や待ち合わせに利用できるようロビー

にテーブルや椅子を設置し、くつろげる空間づくりが必

要です。

●会議・集会スペース

市民や各種団体が集い、打ち合わせや集会、イベント

といった市民活動を支援するため、オープンな多目的ス

ペースや自由に利用できる会議スペースの確保が必要

です。
【写－３４】 参考 庁舎内に設置されたコ

ミュニティースペース（富山県氷見市）



28

●展示スペース

市民活動団体などの活動を広く紹介したり、活

動成果の作品を展示できるなど、市民活動の成果

を披露するスペースの確保が求められます。

●市政情報の充実

来庁者が必要等する情報を入手しやすいよう、

市政情報コーナーの充実が必要です。

また、電光案内版などを活用し、わかりやすい

案内表示を行うとともに、外国人に配慮した多言

語表示ができるシステムの構築が求められます。

●喫茶、レストラン

市民が手続きや会議のためだけに来庁するの

ではなく、飲食しながら談笑するなど憩いの場と

しての機能も求められます。

喫茶コーナーや図書スペースなど誰もが気軽

に利用できる場所づくりが求められます。

●複合化施設

庁舎には、執務室などの機能に加え、銀行やコ

ンビニなどの民間施設を組み入れ、市民の利便性

を高める複合化も求められます。

●集約化施設

執務室などの機能に加え、庁舎に他の公共施設

を加える集約化も求められます。

【写－３５】 参考 総合案内と電光案内

版（東京都青梅市）

【写－３６】 参考 庁舎内に設置された喫

茶コーナー（東京都青梅市）

【写－３７】 参考 庁舎内に設置された遊

具（新潟県新発田市）
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（３）使いやすく効率的な機能例

将来の行政組織、職員数及び業務内容などの変化にフレキシブルに対応するため、最近

の自治体の事例では机等を固定したユニバーサルレイアウトの採用が多くなっています。

また、来庁者にすばやく対応できるよう壁をなくし、圧迫感を感じにくいオープンフロ

アを基本とした整備も必要です。

議場や議会常任委員会室など、議会運営に必要な機能を整備するともに、議会閉会時に

は多目的に活用できるような整備が求められています。

さらに、昨今の新型コロナウイルス感染症等感染拡大状況に鑑み、職員のテレワークや

オンライン会議等による業務の取組が一段と進展しました。

新しい生活様式を見据えるとともに、働き方改革の観点からもＩＣＴを活用した職場環

境のさらなる整備が必要です。

●ユニバーサルレイアウトの導入

今まで、組織改変のたびに行ってきた机の移

動や電話配線の変更などを簡略化できるよう、

デスクを均一化し、合理的な配置することで効

率的な事務スペースの活用が可能なユニバー

サルレイアウトの採用など、フレキシブルに対

応できる執務室が必要です。

●会議室・打ち合わせスペース

市のみではなく、市民や関係機関が一同に介

する会議にも利用できる規模の大きな会議室

のほか、利用人数に応じて面積調整が可能な会

議室が必要です。

また、各フロアに少人数で行う打ち合わせス

ペースを設置するほか、来庁者との打ち合わせ

などを行いやすいカウンターの整備も必要で

す。

●機能的な執務室

間仕切りのないオープンフロアを導入するなど、

市民にわかりやすく、将来の組織変更にも柔軟に

対応できる執務空間の構築が必要です。

また、市民が利用する際に関連性が高い部署を

近接して配置するなど、市民の利便性や業務の効

率化に配慮したレイアウトが必要です。

【写－３９】 参考 個々の机を配置せず、人

事異動等にフレキシブルに対応。（東京都青梅

市）

【写－３８】 参考 執務室と通路の間に設

置したローカウンター（東京都青梅市）
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【写－４０】 参考 机等は可動式で収納で

きる。壁も取り外し可能であり議会以外の活

用も可能。（新潟県新発田市）

●多目的な議場

議場はユニバーサルデザイン（※9）を採用

するとともに、議会閉会時には、会議室やイ

ベントを開催できるなど、効率的な活用が求

められています。

また、大型のモニターを設置するなど、多

目的に活用できるシステムの構築が求めら

れます。
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（４）誰もが利用しやすく、人や環境にやさしい機能例

市民等が利用する窓口は、わかりやすく、移動が少なく、利用しやすい仕組みが必要で

す。

視認性が高く、高齢者や障がいのある方にも配慮した案内表示や、落ち着いた雰囲気の

待合スペース、相談しやすくプライバシーにも配慮した窓口ブースの整備、利便性を重視

した低層階への窓口配置など、窓口機能の充実が必要です。

また、ユニバーサルデザインを採用し、誰もが集える雰囲気づくりが求められます。

さらに、国の情報化戦略等を踏まえ進めているＤＸなど、ＩＣＴが業務に与える影響は今後

さらに大きくなることが想定され、窓口手続きのオンライン化、デジタル化、さらなるペーパ

レス化の推進も必要になってきます。

【写－４１】参考 プライバシーに配慮した

窓口（北広島市）

●ワンストップ窓口

市民の庁内での移動を少なくするた

め、窓口機能を低層階に集約するととも

に、複数の手続きをできるだけまとめて

行い、ホスピタリティを最大化するため

に欠かせないワンストップ窓口の設置が

必要です。

さらにＩＣＴを活用したオンライン申

請の拡充を行い、市民の利便性を高める

とともに、窓口業務の省力化も進めます。

●プライバシーに配慮したカウンター

個人情報の保護やプライバシー等に配

慮した受付カウンターなど、来庁者に配

慮した仕組みづくりが必要です。
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【写－４２】参考 キッズコーナーも設けた待合スペ

ース（北広島市）

●ゆとりある待合スペース

窓口フロアでは、車いすやベビーカーなどの

通行に支障がないようゆとりある待合スペー

スが必要です。また、子ども連れの来庁者に配

慮し、キッズスペースや授乳室の設置が必要で

す。

●バリアフリーの徹底

文字だけでなく、絵文字の活用や、表示の大

きさ、配色などにより誰にとってもわかりやす

い案内表示が必要です。

また、視覚障がいのある方への配慮として、

点字ブロックや音声案内設備など設置が必要

です。また、移動空間や室内空間においても、

高齢者や障がいのある方が利用しやすいよう

な配慮が必要です。
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（５）福利厚生機能例

記載した機能のほか、庁舎の有効活用を図るための機能については、全体のレイアウ

トや費用を検討したうえで、効果的で効率的な配置を目指すこととします。

また、執務室などの機能のほかに、他の公共施設の集約化や民間施設を取り入れる複

合化については、今後、市民や各団体等からご意見をいただいたうえ、今後の基本計画

の中で具体的な検討を行うものとします。

●職員の福利厚生機能

職員への環境整備も必要となります。

災害時には避難所機能も発揮できる休憩室

や、保健室、洗面所などの機能整備も必要です。

また、職員のモチベーションを高め、グルー

プ間の連携強化にもつながるモバイルワークス

ペースの設置も検討します。

●省エネルギー性能の向上

自然採光や自然通風のほか、建物の高断熱化

やＬＥＤ照明の採用などが必要です。

●再生可能エネルギーの活用

太陽光発電や地中熱の活用など、再生可能エ

ネルギーの導入が求められます。

【写－４３】参考 壁面に設置された太陽光発電

（北広島市）

【写－４４】参考 職員休憩室（東京都青梅市）
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３ 新庁舎の想定規模

庁舎の規模については、市民の集う場所や他の公共施設の集約化、民間施設を組み入れ

た複合化について、市民や団体等との協議内容をふまえ、庁内で検討を行い、最終的な延

べ床面積を算定することとしますが、この基本構想の段階では、市役所が窓口業務をはじ

めとする行政事務を進めるにあたり必要となる執務室や会議室などのスペースを想定する

こととし、分散化している部署を集合した場合の延べ床面積を加えたものと同程度の６，

８１３㎡に、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を踏まえ、検討を開始するものと

します。

また、市民の集う場所や集約化・複合化等については、議会、市民、各団体のご意見、

特に次代を担う若い世代からのご意見を伺いながら検討を進めることとします。

（１）新庁舎想定規模の算定

新庁舎の規模算定については、今後市民の集う場所や集約化・複合化等を、市民との協

議を参考としながら検討の後に決定することとし、この基本構想では、行政事務を進める

にあたり必要となる執務室や会議室などのスペースを想定しました。

また、規模算定の前提として、想定職員数及び議員数の算定及び現庁舎の面積など条件

の整理を行いました。

（ア）想定職員数

新庁舎の規模を想定するためには、将来を見据えた職員数の想定が必要となります。

ただし、勤務する職員数は、新庁舎が完成する予定年度で積算する必要があることから、

３０年、４０年先といった長期的な見通しではなく、現段階で最短のスケジュールで進ん

だ場合の令和８年度完成を基準として検討する必要があります。

令和３年４月１日予定の正職員数については次のとおりとなります。

新庁舎の延べ床面積は、行政事務部分として６，８１３㎡と想定し、

新型コロナウイルス感染症等の感染症対策を踏まえ、検討を開始
※市民の集う場所や集約化・複合化部分等は、今後の市民協議を経て決定
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●正職員数（令和３年４月１日予定） 【表－１２】

次に、将来人口を見越した職員数の検討を行います。

令和２年に策定した「登別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の人口推計は次のとお

りであり、令和２年から令和２７年までの２５年間の人口減少率で単純に計算すると、令

和２７年度の職員数は２９０名となります。

令和２７年時点では想定人口３１，１７０人となっておりますが、現在人口が３万人前

後であって産業構造（産業別就業人口の構成比）類似である団体の職員数を比較しました。

職員数については、各自治体により、消防を市単独で設置していないところや、市営の保

育所を設置していないところなど職種、職員構成が大きく異なることから、一般行政職での

比較を行いました。

登別市を除く、７市の平均は２４５人であるのに対し、本市の職員数は２６０人であ

ることから、現時点においてもこれら人口規模の自治体とほぼ同水準の職員数となって

います。

部署名 正職員数 部署名 正職員数

総務部 ５５ 議会事務局 ６

市民生活部 ５２ 選挙管理委員会事務局 ２

保健福祉部 １１３ 監査委員事務局 ２

観光経済部 １９ 教育委員会 ３３

都市整備部 ６１ 消防 ７９

会計 ５ 合計 ４２７

団体名 人口（Ｒ２．１．１）
一般行政職職員数

（Ｒ３．４．１）

秋田県 潟上市 ３２，５８５ ２１４

静岡県 伊豆市 ３０，３６０ ３０７

岐阜県 下呂市 ３２，００８ ３２４

香川県 善通寺市 ３２，０２３ １７０

鳥取県 境港市 ３３，９５７ ２０８

山口県 柳井市 ３１，６３５ ２４６

熊本県 人吉市 ３２，２８２ ２４９

平均 ３２，１２１ ２４５

登別市 ４７，６０８ ２６０
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このため、今後の人口減を踏まえた場合であっても、現在の職員数から大きく減少する

ことは現時点では想定されません。

●人口と職員数の推計 【表－１３】

「登別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で使用した人口問題研究所の平成３０年

人口推計では、令和７年１０月１日の推計人口を４４，２９０名としており、令和２年

９月末の人口４６，９１９名から、２，６２９名減少します。この人口減少率から単純

に令和８年度の職員数を算出すると、正職員数は４１０名となります。

しかし、地方分権の推進や市民ニーズの多様化、社会制度改革などにより業務量がこれ

まで以上に増加することが想定され、今後も安定した市政運営を行うためには出来うる限

り人件費抑制する視点を持ちながら、行政活動の水準を落とすことなく、一定レベルを維

持するための職員数を確保する必要があるとの考え方もあり、将来の正職員数を想定する

ことは非常に困難です。

また、これまで業務委託等行政改革の推進より、職員数の削減を進めてきたところでは

ありますが、多様化する行政ニーズに的確に対応するため、今後は職員数が増える可能性

もあります。

このことから、想定職員数については、令和３年度当初と同程度の正職員４２７人、会

計年度任用職員３８７人（令和３年度当初）、計８１４人のうち、新庁舎に勤務する正職員

３１６人、会計年度任用職員約１００人、計４１６人を想定します。

現在（Ｒ３）

人口：４６，４８０人

正職員数：４２７人

新庁舎完成予定（Ｒ８）

推計人口：４４，２９０人

推計正職員数：４１０人？

S55～R2人口：住民登録人口（9月 30日現在）
R7～R27人口：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計 人口問題研究所）

410
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●新庁舎に勤務する想定する正職員数 【表－１４】

新庁舎に勤務する職員数を算出するため、分散化している部署の集合と、他の施設に移

動する部署を検討します。

新庁舎に集合することで市民の利便性が高まる教育委員会（教育総務グループ、学校教

育グループ、社会教育グループ）、健康推進グループ、水道グループ、下水道グループ、観

光経済部（商工労政グループ、農林水産グループ、観光振興グループ）、選挙管理委員会は

集合化し、他の場所に移転もしくは本庁舎以外の現在地での継続が有利である消防、各支

所、環境対策グループ、保育所等、学校給食センター、図書館、浄水場については集合化

を行わないこととすると【表―１４】のとおりとなります。

※ 令和２年３月に策定した基本計画においては、教育委員会について、今後の人口減とこれ

に伴う職員数の減を踏まえ、建設当初は集約せず、新庁舎に勤務する職員が減少した際に集

約化を検討するとしておりますので、これを基本に、今後予定している同基本計画の改訂時

に改めて精査を行うこととします。

（イ）これまでの議員数

議場及び常任委員会室など、議会運営に必要なスペースについては、今後、議員定数や

会派の数等の議会の考え方をお聞きしながら、算定することとします。

議員定数の経緯は次のとおりです。

●昭和４８年から現在までの議員定数経緯 【表―１５】

職員数 正職員総数 ４２７名

うち他施設

正職員数

消防本部・本署 △７９名

鷲別支所・登別支所 △２名

環境対策グループ（クリンクルセンター） △１０名

保育所等 △１３名

学校給食センター △３名

図書館 △４名

浄水場 △２名

本庁舎入居職員数 ３１６名（特別職２名を含む。）

30
36

30 28
24 21 19

0
5

10
15
20
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40

昭和48年 昭和49年 昭和53年 昭和61年 平成10年 平成18年 平成26年 平成35年 平成40年
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（ウ）現庁舎の面積

現庁舎の面積を職員が事務を行う執務室、廊下や階段、トイレなどの共用部分、書庫や

ボイラー室などのその他に分けて積算すると次のとおりとなります。

●現庁舎の面積 【表－１６】

（エ）分散化した部署の集合後の面積

新庁舎建設にあたり、分散化している部署の集合化を進めた場合の延べ床面積は、次のと

おり約６，７８５㎡となります。本基本構想で算出した面積は、現時点でのものであり、今

後、庁舎レイアウト等を詳細に検討することにより、変動する可能性があります。

●集合後の執務室等面積 【表－１７】

参考として、執務室の一人当たり面積をモデルケースにより計算すると次のとおりと

なります。

職員６人で執務する場合の最低限の必要面積（一例） 【図―１０】

本庁舎

１階（㎡）

本庁舎

２階（㎡）

本庁舎

３階（㎡）

第２庁舎

１階（㎡）

第２庁舎

２階（㎡）

合計

（㎡）

執務室面積
（職員が勤務する事務スペース）

666 424 638 204 321 2,253

共用部分面積

（廊下、ホール、トイレなど）
553 383 222 155 136 1,449

その他面積
（会議室、書庫、更衣室、議場など）

555 981 550 614 194 2,894

合計
1,774 1,788 1,410 973 651 6,596

執務室

(㎡)

共用部分

(㎡)

その他

(㎡)

合計

(㎡)

現庁舎面積 2,253 1,449 2,894 6,596

分散化部署の集合面積 548 － 110 658

別施設への移転面積 △209 － △260 △469

合計 2,592 1,449 2,744 6,785

4.800
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1.200

700

700

1.200

500

1,200 1.400 1.400 1.400 2.500

通路

7.900

書類ロッカー等

書類ロッカー等
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このケースで積算すると、

・執務室面積 7.9m×4.8m＝38.0 ㎡、職員数 6名

・一人当たり執務室面積 38.0 ㎡÷6名 ＝ 6.3 ㎡/人

この計算で、新庁舎に勤務する想定職員数４１６名を乗じると執務室面積は２，６２

０㎡となり、「（エ）分散化した部署の集合後の執務室面積」２，５９２㎡（表－１７参

照）と概ね合致します。

このことから、本基本構想の想定面積は、執務室面積２，６２０㎡、現庁舎の面積を

基礎とし、廊下や階段、ホールなどの共有部分面積１，４４９㎡、会議室や議場、更衣

室などその他面積２，７４４㎡を加え行政事務部分として当初と同程度の６，８１３㎡

を基礎数値と想定し、さらに、この数値に加え、新型コロナウイルス感染症等

の感染症対策を踏まえた、執務室における十分な空間の確保を今後検討す

るとともに、今後改訂を予定している基本計画及び今後策定する基本設計

の中で、この面積の縮減等を含め精査を行います。

市民の集う場所や集約化・複合化部分等は、市民のご意見をお聞きしながら更なる検

討を重ねることとし、それらを加味した延べ床面積は今後決定することとします。

また、３０年、４０年後といった長期的な視野では、職員数の減に伴い庁舎の必要面

積も縮小する可能性がありますが、その際は、執務室の一部を市民が活用できるコミュ

ニティスペース等に改良するなど、フレキシブルに対応できるレイアウトを検討します。

（２）来庁者用駐車台数の算定

来庁者用駐車場については、現在、庁舎正面に７台、庁舎裏に２８台、幌別小学校横

に１４台、計４９台（うち車いす専用は５台）確保しておりますが、４月から５月の各

種申請時期や２月から３月にかけての確定申告時期には、駐車場が不足している状況に

あります。

本市において来庁者用駐車場利用実績データがないことから、多くの自治体で想定台

数の算定に用いている「市・区・町・役場の窓口事務施設の調査（元千葉工業大学名誉

教授 関龍夫 著）」及び「最大滞留量の近似的計算方法（元大阪大学名誉教授 岡田光

正 著）」を参考に算出します。
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【駐車場台数の算出】

来庁台数/日 ＝ 人口×乗用車保有率×人口に対する来庁者の割合

・人口 49,526 人（H28.9 末現在）

・車保有台数 32,326 台（H27.3 末現在、普通車・小型車・軽自動車）

・乗用車保有率 0.653 台/人

・窓口来庁台数 49,526 人×0.653×0.9％（定数）＝291.1 台/日

・窓口以外来庁台数 49,526×0.653×0.6％（定数）＝194.0 台/日

必要駐車台数 ＝ 最大滞留量（台/時間）＝ 来庁者台数/日×集中率×平均滞留時間

・集中率 30％（庁舎は一般事務所タイプに該当）

・平均滞留時間 窓口 20 分、窓口以外 60 分（定数）

・窓口最大滞留量 291.1×30％×20 分/60 分＝29.1 台/時

・窓口以外最大滞留量 194.0×30％×60 分/60 分＝58.2 台/時

必要駐車台数 29.1＋58.2 ＝ 87 台

このように計算値では 87 台となりますが、これまで以上に市民が集う庁舎を目指す

ことから車両による来庁が更に増えると見込み、公用車駐車分を除き、障がいのある方

や妊婦などの優先駐車場も含め、来庁者用駐車場は現在の２倍の１００台の確

保を目指します。

４ 新庁舎の整備手法

現庁舎が抱える課題を解決するためには、現庁舎の改修や他の施設を利用したリノベーショ

ン、新庁舎の建設などの手法がありますが、現庁舎の改修については、一般的な耐久年数を既

に超えているため、改修しても数年後には建替え等の対応が必要になり、また狭隘な状況やバ

リアフリー化への対応などの課題解決はできません。

また、リノベーションは、既存施設の構造に縛られ、自由な設計が出来ないことに加え、比

較的新しい建物で、かつ必要とする床面積を確保できることが必要であり、これに該当する建

物はありませんでした。

室蘭市

庁舎

青少年

会館
図書館

公園駐車場
美

唄

市

庁

舎

緑地

駐車場
駐車場

【図－１１】
参考

室蘭市役所駐車

台数１２０台

【図―１２】
参考

美唄市役所駐車

台数９５台
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●整備手法の比較 【表－１８】

それぞれに、メリット、デメリットがありますが、どの手法も耐震化への対応は図られる

ものの、現庁舎の課題である狭隘の解消やバリアフリー化など、市民の利便性や業務効率の

向上を図るためには新築が最適となります。

このことから、これまでの構想では新たな庁舎の整備については、『 「Ⅰ」新築

（現地） 』を基本として整備を行うこととしておりましたが、現地では前述

のとおり津波災害に十分な対応を図ることが困難であるため、『「Ⅱ」新築（別

地） 』で整備を行うこととします。

なお、新築の場合の問題点である高額な建設費用については、庁舎等公共施設の災害に対

する強靱化を目的とした整備に対する起債制度として国が創設した「緊急防災・減災事業債」

の活用を図ることにより、市の負担額を軽減することが可能となります。

手法 「Ⅰ」新築（現地） 「Ⅱ」新築（別地） 「Ⅲ」耐震補強（現地） 「Ⅳ」リノベーション

（別地）

メリット ・敷地面積に制約がある

が、新たにレイアウト等

から検討できるため、自

由度が高い。

・新たにレイアウト等か

ら検討できるため、自由

度が高い。

・建設費用は新築に比べ安

い。

・耐震性の確保は可能。

・建設費用は新築に比べ安

い。

デメリット ・建設費用が高くなる。 ・建設費用が高くなる。 ・スペースの確保やバリア

フリー化などの現庁舎の

課題について根本的な解

決が出来ない。

・比較的新しく、必要とす

る床面積を確保できる施

設が市内には少ない。

・既存施設の構造に縛ら

れ、自由な設計ができな

い。

比較 庁舎建設にかかる財

源について、浸水想定が

７ｍとなり、発災後数日

に渡り周辺道路が使用

できない恐れ等があり、

災害対応が極めて困難

となる。

庁舎建設にかかる財源

について、「緊急防災・減

災事業債」を活用するこ

とにより市の負担額を軽

減することができる。

築５６年を経過してお

り、耐震補強を行っても、

建築物として残された耐

久年数が短く、再度建て替

え等の整備が必要となる。

また、狭隘の解消やバリ

アフリー化の課題は残っ

たままとなる。

幌別エリアでリノベー

ションが可能と思われる

施設のうち、商業施設は賃

借料等経費がかさむ。学校

については統廃合を検討

する必要があり、市民との

協議に時間を要する。

概算事業費

（参考）

◆現庁舎解体

４億円

◆仮庁舎

２億円～３億円

◆引越し

１億円×２回

◆建設工事費

３０億円～６０億円

◆現庁舎解体

４億円

◆仮庁舎

なし

◆引越し

１億円

◆建設工事費

３０億円～６０億円

◆現庁舎解体

なし

◆仮庁舎

２億円～３億円

◆引越し（一部）

１千万円

◆建設工事費

１０億円～２０億円

◆現庁舎解体

４億円

◆仮庁舎

なし

◆引越し

１億円

◆建設工事費

１０億円～５０億円
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第３章 新庁舎建設へのアプローチ

庁舎の建設工事費については、市民の集う場所や他の公共施設の集約化や民間施設を組

み入れた複合化について、市民や団体等との協議内容を踏まえ庁内で検討を行い、最終的

に積算することになりますが、第２章で想定した延べ床面積を基礎として算出し、窓口業

務をはじめとする行政事務に要する新庁舎の建設工事費は３２億円から検討を開始するも

のとします。

１ 建設工事費及び財源

新庁舎の建設工事費については、今後策定する基本計画等において延べ床面積を決定した

うえで算出することとしますが、最低限必要となる概算工事費を確認するため、近年、積雪

寒冷地に建設された自治体の事例を参考に算出します。

●先進事例の庁舎建設工事費について 【表－１９】

先進事例と鷲別小学校で単価に差がありますが、庁舎は災害対策本部機能を備える建物

として学校より耐震安全性の基準が高いため構造に差が出ることに加え、オープンフロア

を必要とすることから耐震壁の設置ができず、受変電設備や受水槽、空調設備、ＩＴ関係

設備、ストレッチャー対応のエレベーターなど必要な設備が高価であるなど、鷲別小学校

の単価で庁舎の建設は難しいものと考えられます。

このことから、庁舎の建設工事費算出に用いる単価は、近年の先進事例の平均値を使用す

ることとし、１㎡当たり建設工事費は４７５千円程度であることから、「３ 新庁舎の想定

都市名 竣工

年度

人口

(人)

庁舎勤務職

員数（嘱託・

臨時等含む）

(人)

延床面積

（㎡）

階層 建設工事費

(千円)

1 ㎡当

建設工事費

(千円)

北海道北広島市 H29 59,140 437 10,785 5 4,886,480 453

北海道幕別町 H28 27,163 178 5,218 3 2,454,170 470

福島県相馬市 H28 38,128 477 9,534 4 4,782,578 502

平均 475

参考 鷲別小学校 H28 － － 5,361 4 1,719,381 320

新庁舎の建設工事費は、行政事務部分として最低３２億円と想定し

検討を開始。
※市民の集う場所や集約化・複合化部分等は、今後の市民協議を経て決定
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規模」で必要とした延べ床面積６，８１３㎡より、事業費は３２億円から検討を開

始します。（庁舎建設工事のみ、設計、外構・解体工事、備品購入、引越し等は含まない）

財源については、「緊急防災・減災事業債」及び庁舎整備基金、一般財源等の活用を前提

とします。

また、今後基本計画等で検討する施設の集約化・複合化については、その目的に沿った

補助制度等の活用を検討します。

２ 新庁舎建設の事業手法

新庁舎の建設に関する事業手法として、従来方式、民間活力導入方式があります。

民間活力導入方式の代表的な手法として、ＰＦＩ方式、ＤＢ方式、リース方式を選定し、

比較検討を行います。

●民間活力導入方式の代表的な手法 【表－２０】

本市においては、事業の進捗に併せ、市民からの意見を伺いながら事務を進めること

としており、設計段階から施工時に至るまで市の考えや市民の意見が反映しやすく、地

元企業の参入がしやすい方式の採用が必要です。

また、事業手法の決定には、市民が集う場所や集約化・複合化などの整備内容によって、

ＰＦＩなど民間ノウハウの活用も視野に入れる必要があります。

従来方式 ＰＦＩ方式 設計・施工一括発注方

式（ＤＢ方式）

リース方式

概要 市が設計者、施工者を

それぞれ選定、発注する

公共事業の一般的な方

式。

市は設計の委託を行

い、完成した設計図書を

仕様として建設工事を発

注する。

ＰＦＩ法に定める手続

きを行い、設計、施工、

維持管理を包括的に実施

する特別目的会社（ＳＰ

Ｃ）に一括発注する方式。

民間事業者が資金調達

し、整備後に所有権を市

に移転し、維持管理等の

業務を実施する場合が多

い。

施設整備の資金を市が

調達し、設計者、施工者

を同時に選定、発注する

方式。

設計者、施工者の選定

に当たっては、建設工事

費を含めた技術提案を求

めることとなる。

市と民間事業者との間

でリース契約を締結し、

民間事業者が施設の設

計、施工及び維持管理を

一括的に実施する方式。

市はリース料を支払

い、リース期間終了後に

施設の譲渡を受けること

となる。

メリット ・設計、施工に係る業務

を個別に発注するため、

段階に応じて柔軟な業務

発注、実施、対応が可能

である。

・地元企業が参入しやす

い。

・一括発注により事業費

の縮減効果を期待でき

る。また、民間ノウハウ

の活用も期待できる。

・設計、施工を一括発注

することにより事業費の

縮減効果を期待できる。

また、民間ノウハウの活

用も期待できる。

・設計時より施工を見据

えた品質管理が可能とな

る。

・事業費の縮減効果を期

待できる。また、民間ノ

ウハウの活用も期待でき

る。

デメリット ・設計、施工企業をそれ

ぞれ別々に選定するた

め、事業費の削減を各段

階で個別に工夫する必要

がある。

・事業者選定に当たって

はＰＦＩ法に基づいた手

続きが必要となり、選定

コストが大きく、選定期

間が長期化する。

・発注後の市の意向反映

が難しい。

・地元企業が参入しにく

い。

・発注後の市の意向反映

が難しい。

・地元企業が参入しにく

い。

・発注後の市の意向反映

が難しい。

・地元企業が参入しにく

い。

今後、改訂を予定している基本計画において、事業手法については改めて検討を行うも

のとします。
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３ 事業スケジュール

起債制度である、「緊急防災・減災事業債」が令和７年度まで延長されました。

この起債制度を活用するため、この基本構想では、令和７年度までのスケジュールをお

示しします。

●庁舎建設に関する大きな流れ

●令和７年度までのスケジュール

期間 令和３年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
市民と

の協議

等

行政の

動き

期間 令和４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
市民と

の協議

等

行政の

動き

期間 令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月
行政の

動き

期間 令和６年度 令和７年度 令和８年度

4月 5月 6月 7月 ～ 3月 4月 ～ 10 月

行政の

動き

地区懇談

会等

基本

構想

建設

工事

本スケジュールは現時点の想定であり、変更になる可能性があります。

Ｒ６～Ｒ７Ｒ３

基本・実施

設計

基本

計画
Ｒ４～Ｒ５

基本構想

（案）作成
基本構想完成

基本計画、設

計、実施設計発

注事務

基本計画改訂、基本設計作成

基本計画・設計完成

市民・関係団体等協議 パブリックコメント事務

実施設計作成

建設工事発注業務

建設工事

基本計画、設計、

実施設計発注事

パブリック

コメント

供用開始

外構工事
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おわりに

本基本構想では、現庁舎の経緯と現状を把握し、問題点の洗い出しを行っ

たうえ、新庁舎の位置、新庁舎に必要な役割と機能、これから詳細の検討を

進めるうえで基本となる新庁舎の規模及び建設工事費など、新庁舎建設に向

けた基本的な考え方をお示ししました。

新庁舎の位置については、これまで、複数の候補地を挙げ詳細な比較検討

を行い、現市役所庁舎敷地内での建設を目指すこととしておりましたが、こ

れを大きく見直し、陸上競技場敷地での建設を進めることとなりました。

防災機能の強化はもちろんのこと、これまでの市役所を中心とした商業や

飲食店の発展を更に進め、官公署や他の公共施設を集約し、事業者と行政が

連携して市内交通ネットワークも再構築し、これまで以上の「にぎわい」を、

市役所を中心に創出していきたいと考えています。

この考え方をもとに、都市計画マスタープランなど各種計画の見直しも進

め、登別市の中心エリアとして充実を図っていくこととします。

今後につきましては、この基本構想をもとに、議会や市民、関係団体との

協議を重ね、ご意見をいただきながら、既に策定しております基本計画の改

訂作業などを進めてまいりますので、市民の皆様のご理解、ご協力をお願い

申し上げます。


